
「医療費のお知らせ」の事業所様あて一括送付は、令和 7年度（令和 8年 1月送付分）を最後に終了します。
今後の医療費情報の確認は、マイナポータルをご利用ください。
※マイナポータルをご利用いただけない場合は、協会けんぽに「医療費のお知らせ依頼書」をご提出いただくことで、個別に発送する予定です。

令和７年度の「医療費のお知らせ」を
お送りしております

〈通知対象期間〉

令和８年１月中旬から下旬に、事業所様あて発送　
〈発送時期等〉

診療を受けた方のお名前、診療年月、医療機関名等、
医療機関ごとにかかった医療費　等

〈掲載されている情報〉

今回の「医療費のお知らせ」に記載されていない受診分（令和 7 年 9 月以降分等）につきましては、
医療機関等からの領収書をもとにご自身にて医療費控除の明細書を作成いただくか、マイナポータル
連携をご利用される場合は、国税庁HPの「マイナポータル連携特設ページ」をご覧ください。

「医療費のお知らせ」の発送後、「医療費控除」にかかるお問い合わせを多数いただきますが、
確定申告（医療費控除）に関するお問い合わせは税務署へお願いします。確定申告

医療費控除の申告をする場合、医療費のお知らせに記載されていない受診分はどうすればいいですか

出典：国税庁公式サイト
（https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo.htm）

協会けんぽでは、健康や医療費への関心を高めていただくことを目的として、
毎年１月に「医療費のお知らせ」をお送りしております。

主に令和６年９月～令和７年８月診療分

ホームページでは、「よくあるご質問」や
その他詳細について掲載しています。

詳しくは右の二次元コードよりご確認ください。
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年度内の健診受診を推進しています年度内の健診受診を推進しています

協会けんぽでは、従業員（被保険者）の「生活習慣病予防健診」およびご家族（被扶養者）の「特定健診」について
年度内（令和 8年 3月末まで）の受診を積極的に推奨しています。

がんと診断されたあなたに

知ってほしいこと

がんと診断されて、不安を感じることは自然なことです。これからの治療や生活など、
誰に相談したらよいのか、 どのように調べたらよいのか、わからないこともあるかもしれません。
京都府がん総合相談支援センターでは、がんの治療や副作用をはじめ、医療費や仕事の相談などにも幅広く
応じています。どんなことでもご相談ください。

従業員とご家族の健康づくりは職場から

がん相談支援センターが力になります

お問い合わせ 健診については自動音声「②」→「②」保健グループ 075-256-8630

0120-078-394 9時～12時　13時～16時
（土日祝・年末年始は除く）

対象
35歳以上75歳未満の従業員
（被保険者）

定期健診の項目と、がん検診（胃・大腸）をカバー
した内容を、補助を利用して受診できます。

健診機関に直接、
お電話等でご予約ください。

申込
方法 ※協会けんぽより送付している受診券が必要です。

対象

申込
方法

40歳以上75歳未満のご家族
（被扶養者）

血液検査、尿検査等の一般的な健診を、補助を利用
して受診できます。

健診機関に直接、お電話等でご予約ください。

補助がご利用できる
健診機関や会場一覧
はこちらから

補助がご利用できる
健診機関や会場一覧
はこちらから

詳しくはこちら

ご本人（被保険者）の生活習慣病予防健診 ご家族（被扶養者）の特定健診

相談時間

京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町28-2大和証券京都ビル2F
8：30～17：15（土日祝・12/29～1/3除く）075-256-8630（代表） 受付時間

発行者


